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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、前記基板上に、行方向および列方向を有するマトリクス状に配列された複数の
画素領域と、それぞれが前記行方向に略平行に延設された複数のゲートラインと、それぞ
れが前記列方向に略平行に延設された複数のソースラインとを備えた半導体装置であって
、
　前記複数の画素領域のそれぞれは、
　　前記基板に支持された薄膜トランジスタであって、ゲート電極、前記ゲート電極を覆
うゲート絶縁層、前記ゲート絶縁層上に形成された酸化物半導体層、および、前記酸化物
半導体層に電気的に接続されたソース電極およびドレイン電極を有する、薄膜トランジス
タと、
　　前記酸化物半導体層と同一の酸化物膜から形成された金属酸化物層と、
　　前記薄膜トランジスタおよび前記金属酸化物層を覆う層間絶縁層と、
　　前記層間絶縁層上に設けられ、かつ、前記ドレイン電極に電気的に接続された画素電
極と
を有しており、
　前記金属酸化物層は導電体領域を含み、
　前記画素電極は、前記層間絶縁層を介して前記導電体領域の少なくとも一部と重なって
おり、
　前記複数の画素領域は、第１画素領域、および、前記第１画素領域と前記列方向に隣接
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する第２画素領域を有し、
　前記第１画素領域および前記第２画素領域における前記金属酸化物層の前記導電体領域
は、互いに電気的に接続されている、半導体装置。
【請求項２】
　前記第１画素領域における前記金属酸化物層と、前記第２画素領域における前記金属酸
化物層とは一体的に形成されている、請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記複数のソースラインと同じ導電膜から形成され、かつ、前記第１および第２画素領
域を横切るように前記列方向に延設された接続配線をさらに備え、
　前記第１画素領域および前記第２画素領域における前記金属酸化物層の前記導電体領域
は、前記接続配線を介して互いに電気的に接続されている、請求項１に記載の半導体装置
。
【請求項４】
　前記複数のソースラインと同一の導電膜から形成され、かつ、互いに分離された第１お
よび第２の接続部をさらに備え、
　前記第２画素領域における前記金属酸化物層の前記導電体領域は、前記第１の接続部に
よって、前記第１画素領域における前記金属酸化物層の前記導電体領域と電気的に接続さ
れ、かつ、前記第２の接続部によって、前記第２画素領域と前記列方向に隣接する他の画
素領域における前記金属酸化物層の前記導電体領域と電気的に接続されている、請求項１
に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記複数の画素領域のそれぞれは、前記層間絶縁層に形成されたコンタクトホール内で
前記ドレイン電極と前記画素電極とが直接接するコンタクト部をさらに有し、
　前記基板の法線方向から見たとき、前記コンタクト部は、前記薄膜トランジスタと前記
列方向に隣接して配置されている、請求項１から４のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記複数のゲートラインは、前記第１画素領域における前記ゲート電極と電気的に接続
された第１のゲートラインを含み、
　前記基板の法線方向から見たとき、前記第１のゲートラインは、第１部分と、前記第１
部分よりも幅の小さい第２部分とを含んでおり、
　前記基板の法線方向から見たとき、前記第１画素領域における前記酸化物半導体層の少
なくとも一部は、前記第１部分と重なるように配置されており、前記接続配線または前記
第１の接続部は前記第２部分を跨いで延設されている、請求項３または４に記載の半導体
装置。
【請求項７】
　前記金属酸化物層は、半導体領域をさらに含み、
　前記半導体領域は前記金属酸化物層の周縁部に位置している請求項１から６のいずれか
に記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記層間絶縁層は、第１絶縁膜と、前記第１絶縁膜上に設けられた第２絶縁膜とを含み
、
　前記第１絶縁膜は、前記金属酸化物層上に開口を有しており、
　前記導電体領域は、前記金属酸化物層のうち前記開口によって露出された部分を含み、
前記半導体領域は、前記金属酸化物層のうち前記第１絶縁膜で覆われた部分を含む、請求
項７に記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記層間絶縁層のうち前記金属酸化物層の前記導電体領域と前記画素電極との間に位置
する部分は、前記第２絶縁膜を含み、かつ、前記第１絶縁膜を含まない請求項８に記載の
半導体装置。
【請求項１０】
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　前記酸化物半導体層および前記金属酸化物層は、Ｉｎ、ＧａおよびＺｎのうち少なくと
も１種の金属元素を含む請求項１から９のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１１】
　前記酸化物半導体層および前記金属酸化物層は、結晶質部分を含む、請求項１０に記載
の半導体装置。
【請求項１２】
　基板と、行方向および列方向を有するマトリクス状に配列された複数の画素領域と、前
記複数の画素領域のそれぞれに配置された薄膜トランジスタと、それぞれが前記行方向に
略平行に延設された複数のゲートラインと、それぞれが前記列方向に略平行に延設された
、複数のソースラインとを備えた半導体装置の製造方法であって、
　前記複数の画素領域は、前記列方向に隣接する第１および第２画素領域を含み、
　前記第１および第２画素領域のそれぞれにおいて、
　（ａ）前記基板上に、ゲート電極および前記ゲート電極を覆うゲート絶縁層を形成する
工程と、
　（ｂ）前記ゲート絶縁層上に、酸化物半導体膜を形成し、これをパターニングすること
により、酸化物半導体層および金属酸化物層をそれぞれ形成する工程であって、前記酸化
物半導体層は、少なくとも一部が前記ゲート絶縁層を介して前記ゲート電極と重なるよう
に配置される、工程と、
　（ｃ）前記酸化物半導体層と接するソース電極およびドレイン電極を形成する、工程と
、
　（ｄ）前記ソース電極および前記ドレイン電極と前記金属酸化物層とを覆うように第１
絶縁膜を形成し、前記第１絶縁膜に、前記ドレイン電極の一部を露出する第１開口と、前
記金属酸化物層の一部を露出する第２開口とを形成する工程と、
　（ｅ）前記金属酸化物層のうち前記第２開口によって露出された部分を導体化して導電
体領域を形成するとともに、前記金属酸化物層のうち導体化されなかった部分は半導体領
域として残る工程と、
　（ｆ）前記第１絶縁膜上および前記第１および第２開口内に第２絶縁膜を形成し、前記
第２絶縁膜のうち前記第１開口内に位置する部分を除去することにより、前記第１および
第２絶縁膜を貫通し、且つ、前記ドレイン電極を露出するコンタクトホールを形成する工
程と、
　（ｇ）前記第２絶縁膜上および前記コンタクトホール内に画素電極を形成する工程であ
って、前記画素電極は、前記コンタクトホール内で前記ドレイン電極と接し、且つ、前記
金属酸化物層の前記導電体領域の少なくとも一部と前記第２絶縁膜を介して重なるように
配置される、工程と
を包含する半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記工程（ｂ）において、前記第１および第２画素領域における前記金属酸化物層を一
体的に形成する、請求項１２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記第１および第２画素領域における前記金属酸化物層を互いに電気的に接続する接続
配線を形成する工程をさらに含み、前記接続配線は、前記ソースおよびドレイン電極と同
じ導電膜から形成される、請求項１２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
　互いに分離された第１および第２の接続部を形成する工程をさらに含み、前記第１の接
続部は、前記第１および第２画素領域における前記金属酸化物層を接続するように配置さ
れ、前記第２の接続部は、前記第２画素領域および前記第２画素領域に前記列方向に隣接
する他の画素領域における前記金属酸化物層を接続するように配置される、請求項１２に
記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、酸化物半導体を用いた半導体装置およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置等に用いられるアクティブマトリクス基板は、画素毎に薄膜トランジスタ
（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ；以下、「ＴＦＴ」）などのスイッチング
素子を備えている。このようなスイッチング素子としては、従来から、アモルファスシリ
コン膜を活性層とするＴＦＴ（以下、「アモルファスシリコンＴＦＴ」）や多結晶シリコ
ン膜を活性層とするＴＦＴ（以下、「多結晶シリコンＴＦＴ」）が広く用いられている。
【０００３】
　近年、ＴＦＴの活性層の材料として、アモルファスシリコンや多結晶シリコンに代わっ
て、酸化物半導体を用いることが提案されている。このようなＴＦＴを「酸化物半導体Ｔ
ＦＴ」と称する。酸化物半導体は、アモルファスシリコンよりも高い移動度を有している
。このため、酸化物半導体ＴＦＴは、アモルファスシリコンＴＦＴよりも高速で動作する
ことが可能である。また、酸化物半導体膜は、多結晶シリコン膜よりも簡便なプロセスで
形成されるため、大面積が必要とされる装置にも適用できる。酸化物半導体ＴＦＴを備え
るアクティブマトリクス基板（以下、「ＴＦＴ基板」）は、例えば特許文献１に開示され
ている。
【０００４】
　また、例えば特許文献２には、酸化物半導体膜の一部を低抵抗化することにより、ＴＦ
Ｔの活性層となる半導体層と、画素電極などの導電体層とを一体的に形成することが開示
されている。特許文献２には、上記の低抵抗化処理により、酸化物半導体ＴＦＴを備える
ＴＦＴ基板をより低いコストで製造できる旨が記載されている。
【０００５】
　特許文献１および２などに開示された従来のＴＦＴ基板を液晶表示装置に用いる場合、
ＴＦＴ基板には、必要に応じて、補助容量が設けられる。補助容量は、補助容量電極（ま
たは補助容量配線）と、画素電極と、それらの間に位置する誘電体層とから構成され得る
。補助容量電極は、例えば、ゲート配線と同じ導電膜から形成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－８６８０８号公報
【特許文献２】特開２００８－４０３４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ＴＦＴ基板に補助容量を設ける場合、上述したように、ゲート配線と同じ導電膜（通常
は金属膜）から補助容量電極を形成すると、製造プロセスを複雑にすることなく、各画素
内に補助容量を形成することが可能である。しかしながら、補助容量電極の分だけ開口率
および光透過率が低下するという問題がある。
【０００８】
　また、本発明者が検討したところ、例えば特許文献２に開示されたＴＦＴ基板では、画
素全体に占める画素電極の面積の割合が小さいので、開口率がさらに低下するおそれがあ
ることも分かった。詳細は後述する。
【０００９】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、本発明の一実施形態は、簡便なプロセ
スで製造することができ、且つ、従来よりも高い開口率および透過率を実現することが可
能な半導体装置およびその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
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　本発明による一実施形態の半導体装置は、基板と、前記基板上に、行方向および列方向
を有するマトリクス状に配列された複数の画素領域とを備えた半導体装置であって、前記
複数の画素領域のそれぞれは、前記基板に支持された薄膜トランジスタであって、ゲート
電極、前記ゲート電極を覆うゲート絶縁層、前記ゲート絶縁層上に形成された酸化物半導
体層、および、前記酸化物半導体層に電気的に接続されたソース電極およびドレイン電極
を有する、薄膜トランジスタと、前記酸化物半導体層と同一の酸化物膜から形成された金
属酸化物層と、前記薄膜トランジスタおよび前記金属酸化物層を覆う層間絶縁層と、前記
層間絶縁層上に設けられ、かつ、前記ドレイン電極に電気的に接続された画素電極とを有
しており、前記金属酸化物層は導電体領域を含み、前記画素電極は、前記層間絶縁層を介
して前記導電体領域の少なくとも一部と重なっている。
【００１１】
　ある実施形態において、それぞれが前記行方向に略平行に延設された複数のゲートライ
ンと、それぞれが前記列方向に略平行に延設された複数のソースラインとをさらに備え、
前記複数の画素領域は、第１画素領域、および、前記第１画素領域と前記列方向に隣接す
る第２画素領域を有し、前記第１画素領域および前記第２画素領域における前記金属酸化
物層の前記導電体領域は、互いに電気的に接続されている。
【００１２】
　ある実施形態において、前記第１画素領域における前記金属酸化物層と、前記第２画素
領域における前記金属酸化物層とは一体的に形成されている。
【００１３】
　ある実施形態において、前記複数のソースラインと同じ導電膜から形成され、かつ、前
記第１および第２画素領域を横切るように前記列方向に延設された接続配線をさらに備え
、前記第１画素領域および前記第２画素領域における前記金属酸化物層の前記導電体領域
は、前記接続配線を介して互いに電気的に接続されている。
【００１４】
　ある実施形態において、前記複数のソースラインと同一の導電膜から形成され、かつ、
互いに分離された第１および第２の接続部をさらに備え、前記第２画素領域における前記
金属酸化物層の前記導電体領域は、前記第１の接続部によって、前記第１画素領域におけ
る前記金属酸化物層の前記導電体領域と電気的に接続され、かつ、前記第２の接続部によ
って、前記第２画素領域と前記列方向に隣接する他の画素領域における前記金属酸化物層
の前記導電体領域と電気的に接続されている。
【００１５】
　ある実施形態において、前記複数の画素領域のそれぞれは、前記層間絶縁層に形成され
たコンタクトホール内で前記ドレイン電極と前記画素電極とが直接接するコンタクト部を
さらに有し、前記基板の法線方向から見たとき、前記コンタクト部は、前記薄膜トランジ
スタと前記列方向に隣接して配置されている。
【００１６】
　ある実施形態において、前記複数のゲートラインは、前記第１画素領域における前記ゲ
ート電極と電気的に接続された第１のゲートラインを含み、前記基板の法線方向から見た
とき、前記第１のゲートラインは、第１部分と、前記第１部分よりも幅の小さい第２部分
とを含んでおり、前記基板の法線方向から見たとき、前記第１画素領域における前記酸化
物半導体層の少なくとも一部は、前記第１部分と重なるように配置されており、前記接続
配線または前記第１の接続部は前記第２部分を跨いで延設されている。
【００１７】
　ある実施形態において、前記金属酸化物層は、半導体領域をさらに含み、前記半導体領
域は前記金属酸化物層の周縁部に位置している。
【００１８】
　ある実施形態において、前記層間絶縁層は、第１絶縁膜と、前記第１絶縁膜上に設けら
れた第２絶縁膜とを含み、前記第１絶縁膜は、前記金属酸化物層上に開口を有しており、
前記導電体領域は、前記金属酸化物層のうち前記開口によって露出された部分を含み、前
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記半導体領域は、前記金属酸化物層のうち前記第１絶縁膜で覆われた部分を含む。
【００１９】
　ある実施形態において、前記層間絶縁層のうち前記金属酸化物層の前記導電体領域と前
記画素電極との間に位置する部分は、前記第２絶縁膜を含み、かつ、前記第１絶縁膜を含
まない。
【００２０】
　ある実施形態において、前記酸化物半導体層および前記金属酸化物層は、Ｉｎ、Ｇａお
よびＺｎのうち少なくとも１種の金属元素を含む。
【００２１】
　ある実施形態において、前記酸化物半導体層および前記金属酸化物層は、結晶質部分を
含む。
【００２２】
　本発明による一実施形態の半導体装置の製造方法は、基板と、行方向および列方向を有
するマトリクス状に配列された複数の画素領域と、前記複数の画素領域のそれぞれに配置
された薄膜トランジスタと、それぞれが前記行方向に略平行に延設された複数のゲートラ
インと、それぞれが前記列方向に略平行に延設された、複数のソースラインとを備えた半
導体装置の製造方法であって、前記複数の画素領域は、前記列方向に隣接する第１および
第２画素領域を含み、前記第１および第２画素領域のそれぞれにおいて、（ａ）前記基板
上に、ゲート電極および前記ゲート電極を覆うゲート絶縁層を形成する工程と、（ｂ）前
記ゲート絶縁層上に、酸化物半導体膜を形成し、これをパターニングすることにより、酸
化物半導体層および金属酸化物層をそれぞれ形成する工程であって、前記酸化物半導体層
は、少なくとも一部が前記ゲート絶縁層を介して前記ゲート電極と重なるように配置され
る、工程と、（ｃ）前記酸化物半導体層と接するソース電極およびドレイン電極を形成す
る、工程と、（ｄ）前記ソース電極および前記ドレイン電極と前記金属酸化物層とを覆う
ように第１絶縁膜を形成し、前記第１絶縁膜に、前記ドレイン電極の一部を露出する第１
開口と、前記金属酸化物層の一部を露出する第２開口とを形成する工程と、（ｅ）前記金
属酸化物層のうち前記第２開口によって露出された部分を導体化して導電体領域を形成す
るとともに、前記金属酸化物層のうち導体化されなかった部分は半導体領域として残る工
程と、（ｆ）前記第１絶縁膜上および前記第１および第２開口内に第２絶縁膜を形成し、
前記第２絶縁膜のうち前記第１開口内に位置する部分を除去することにより、前記第１お
よび第２絶縁膜を貫通し、且つ、前記ドレイン電極を露出するコンタクトホールを形成す
る工程と、（ｇ）前記第２絶縁膜上および前記コンタクトホール内に画素電極を形成する
工程であって、前記画素電極は、前記コンタクトホール内で前記ドレイン電極と接し、且
つ、前記金属酸化物層の前記導電体領域の少なくとも一部と前記第２絶縁膜を介して重な
るように配置される、工程とを包含する。
【００２３】
　ある実施形態において、前記工程（ｂ）において、前記第１および第２画素領域におけ
る前記金属酸化物層を一体的に形成する。
【００２４】
　ある実施形態において、前記第１および第２画素領域における前記金属酸化物層を互い
に電気的に接続する接続配線を形成する工程をさらに含み、前記接続配線は、前記ソース
およびドレイン電極と同じ導電膜から形成される。
【００２５】
　ある実施形態において、互いに分離された第１および第２の接続部を形成する工程をさ
らに含み、前記第１の接続部は、前記第１および第２画素領域における前記金属酸化物層
を接続するように配置され、前記第２の接続部は、前記第２画素領域および前記第２画素
領域に前記列方向に隣接する他の画素領域における前記金属酸化物層を接続するように配
置される。
【発明の効果】
【００２６】
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　本発明の実施形態によると、簡便なプロセスで製造することができ、且つ、高い開口率
および透過率を実現することが可能な酸化物半導体ＴＦＴを備える半導体装置を提供でき
る。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】（ａ）および（ｂ）は、それぞれ、本発明による第１の実施形態の半導体装置１
０１の平面図および断面図である。
【図２】（ａ）から（ｆ）は、それぞれ、第１の実施形態の半導体装置１０１の製造方法
を説明するための工程断面図である。
【図３】（ａ）および（ｂ）は、それぞれ、本発明による第２の実施形態の半導体装置１
０２の平面図および断面図である。
【図４】（ａ）から（ｄ）は、それぞれ、第２の実施形態の半導体装置１０２の製造方法
を説明するための工程断面図である。
【図５】（ａ）から（ｄ）は、それぞれ、第２の実施形態の半導体装置１０２の製造方法
の他の例を説明するための工程断面図である。
【図６】（ａ）および（ｂ）は、それぞれ、本発明による第３の実施形態の半導体装置１
０３の平面図および断面図である。
【図７】本発明による実施形態の半導体装置を用いた表示装置を例示する断面図である。
【図８】（ａ）および（ｂ）は、それぞれ、特許文献２に開示されたＴＦＴ基板の平面図
および断面図である。
【図９】（ａ）は、従来のＴＦＴ基板に補助容量配線を設けた参考例のＴＦＴ基板におけ
る一画素を示す平面図であり、（ｂ）は、第１の実施形態のＴＦＴ基板１０１の一画素を
示す平面図である。
【図１０】ＴＦＴ基板１０１の一例を示す模式的な平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　（第１の実施形態）
　以下、図面を参照しながら本発明の第１の実施形態を説明する。
【００２９】
　図１（ａ）は、本実施形態の半導体装置（ＴＦＴ基板）１０１の平面図である。図１（
ｂ）は、図１（ａ）中のＡ－Ａ’線に沿った断面図であり、半導体装置１０１におけるＴ
ＦＴ１０および補助容量２０を示す。なお、本明細書において、「半導体装置」とは、Ｔ
ＦＴおよび容量素子を備えた装置であればよく、ＴＦＴ基板およびＴＦＴ基板を有する表
示装置などを広く含む。
【００３０】
　ＴＦＴ基板１０１は、例えば、ＶＡ（Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）モード
で表示を行う液晶表示装置に用いられる。液晶表示装置は、行方向および列方向を有する
マトリクス状に配置された複数の画素を有している。ＴＦＴ基板１０１は、表示装置の複
数の画素に対応する複数の領域（以下、「画素領域」）Ｐｉｘを有している。図１（ａ）
は、複数の画素領域Ｐｉｘのうち、列方向に隣接された２つの画素領域Ｐｉｘ１、Ｐｉｘ
２を示している。
【００３１】
　ＴＦＴ基板１０１は、基板１と、列方向に略平行に延設された複数のソースライン（ソ
ースバスラインともいう。）Ｓと、行方向に略平行に延設された複数のゲートライン（ゲ
ートバスラインともいう。）Ｇとを有している。行方向および列方向は、互いに直交して
いてもよい。行方向および列方向は、それぞれ、液晶表示装置の表示面における水平方向
および垂直方向であってもよい。基板１の法線方向から見たとき、ソースラインＳおよび
ゲートラインＧによって包囲された領域が、それぞれ、「画素領域Ｐｉｘ」となる。各画
素領域Ｐｉｘには、ＴＦＴ１０、金属酸化物層７Ｂおよび画素電極１５が形成されている
。
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【００３２】
　図１（ａ）には、複数のソースラインＳのうち隣接する２つのソースラインＳ（ｎ）、
Ｓ（ｎ＋１）と、隣接する３つのゲートラインＧ（ｍ－１）、Ｇ（ｍ）、Ｇ（ｍ＋１）と
が示されている（ｎおよびｍは自然数）。ソースラインＳ（ｎ）、Ｓ（ｎ＋１）およびゲ
ートラインＧ（ｍ－１）、Ｇ（ｍ）によって包囲された領域を「第１画素領域Ｐｉｘ１」
、ソースラインＳ（ｎ）、Ｓ（ｎ＋１）およびゲートラインＧ（ｍ）、Ｇ（ｍ＋１）によ
って包囲された領域を「第２画素領域Ｐｉｘ２」と称する。
【００３３】
　第１画素領域Ｐｉｘ１におけるＴＦＴ１０のゲート電極３は、ゲートラインＧ（ｍ）に
電気的に接続され、ソース電極９ｓは、ソースラインＳ（ｎ）に電気的に接続されている
。同様に、第２画素領域Ｐｉｘ２におけるＴＦＴ１０のゲート電極３は、ゲートラインＧ
（ｍ＋１）に電気的に接続され、ソース電極９ｓは、ソースラインＳ（ｎ）電気的に接続
されている。
【００３４】
　各画素領域ＰｉｘのＴＦＴ１０は、基板１に支持されている。ＴＦＴ１０は、ゲート電
極３、ゲート電極３を覆うゲート絶縁層５、ゲート絶縁層５上に形成された酸化物半導体
層７Ａ、および、ソース電極９ｓおよびドレイン電極９ｄを有するボトムゲート構造のＴ
ＦＴである。酸化物半導体層７Ａは、少なくともチャネル領域がゲート絶縁層５を介して
ゲート電極３と重なるように配置されている。本実施形態では、ゲートラインＧのうち酸
化物半導体層７Ａとゲート絶縁層５を介して重なる部分がゲート電極３となる。ソースお
よびドレイン電極９ｓ、９ｄは、酸化物半導体層７Ａのチャネル領域の両側にそれぞれ電
気的に接続されている。ソースおよびドレイン電極９ｓ、９ｄは、それぞれ、酸化物半導
体層７Ａと直接接していてもよい。本実施形態では、ソースラインＳのうち酸化物半導体
層７Ａと接する部分がソース電極９ｓである。ソース電極９ｓは、ソースラインＳに電気
的に接続され、ドレイン電極９ｄは画素電極１５に電気的に接続されている。また、ＴＦ
Ｔ１０は、層間絶縁層１３で覆われている。
【００３５】
　金属酸化物層７Ｂは、酸化物半導体層７Ａと同一の酸化物膜から形成されている。金属
酸化物層７Ｂは、導電体領域７０ｃを含んでいる。導電体領域７０ｃは、ＴＦＴ１０の酸
化物半導体層７Ａよりも抵抗の低い領域であり、例えば、酸化物半導体膜に低抵抗化処理
を行うことによって形成される。ここでは、導電体領域７０ｃは、酸化物半導体層７Ａの
表面近傍に形成されている。なお、導電体領域７０ｃは、酸化物半導体層７Ａの厚さ方向
に亘って形成されていてもよい。図示するように、金属酸化物層７Ｂは、導電体領域７０
ｃの他に、半導体領域７０ｉを含んでもよい。半導体領域７０ｉは、基板１の法線方向か
ら見たとき、金属酸化物層７Ｂの周縁部に位置していてもよい。
【００３６】
　画素電極１５は、透明な導電材料（例えばＩＴＯ）から形成されている。画素電極１５
は層間絶縁層１３上に設けられ、層間絶縁層１３に形成されたコンタクトホール内でＴＦ
Ｔ１０のドレイン電極９ｄに電気的に接続されている。この接続部分を「コンタクト部」
１７と称する。
【００３７】
　画素電極１５は、また、層間絶縁層１３を介して、金属酸化物層７Ｂの導電体領域７０
ｃの少なくとも一部と重なるように配置されている。これにより、導電体領域７０ｃを下
層電極（補助容量配線または補助容量電極ともいう。）、画素電極１５を上層電極とし、
層間絶縁層１３のうちこれらの電極の間に位置する部分を誘電体層とする補助容量２０が
形成される。補助容量２０の上層電極（画素電極１５）および下層電極（導電体領域７０
ｃ）は、それぞれ透明な導電材料から形成されている。補助容量２０は、例えば液晶表示
装置において、液晶容量と電気的に並列に接続される。
【００３８】
　このように、本実施形態によると、酸化物半導体層７Ａと同じ酸化物膜を利用して補助
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容量２０の下層電極を形成するので、プロセスを複雑にすることなく、画素領域Ｐｉｘ内
に補助容量２０を形成できる。補助容量２０は透明材料から構成されている。このため、
開口率を低下させることなく、所望の面積（基板１の法線方向から見たときの面積）を有
する補助容量２０を設けることができ、十分な補助容量値を確保できる。
【００３９】
　列方向に隣接する２つの画素領域Ｐｉｘ１、Ｐｉｘ２における金属酸化物層７Ｂの導電
体領域７０ｃは、互いに電気的に接続されていてもよい。図示していないが、列方向に配
列された全ての画素領域Ｐｉｘにおける導電体領域７０ｃが互いに電気的に接続されてい
てもよい。これにより、複数の画素領域Ｐｉｘの導電体領域７０ｃ（補助容量電極として
機能する）に、共通の補助容量電圧（Ｃｓ電圧）を供給し得る。
【００４０】
　本実施形態では、隣接する第１および第２画素領域Ｐｉｘ１、Ｐｉｘ２における金属酸
化物層７Ｂは、一体的に形成されており、それぞれの導電体領域７０ｃは連続している。
言い換えると、基板１の法線方向から見たとき、画素領域Ｐｉｘ１、Ｐｉｘ２の金属酸化
物層７Ｂは、第１画素領域Ｐｉｘ１から、ゲートラインＧ（ここではゲートラインＧ（ｍ
））を跨いで第２画素領域Ｐｉｘ２に延設された金属酸化物配線を構成している。
【００４１】
　各列に配列された３以上の画素領域Ｐｉｘ、好ましくは各列に配列された全ての画素領
域Ｐｉｘにおける金属酸化物層７Ｂは一体的に形成されていてもよい。例えば、列方向に
配列された複数の画素領域Ｐｉｘの金属酸化物層７Ｂが一体となり、複数のゲートライン
Ｇを跨いで列方向に延設された金属酸化物配線を構成していてもよい。
【００４２】
　本実施形態では、各画素領域Ｐｉｘにおいて、ソースラインＳとゲートラインＧとが交
差する部分の近傍にＴＦＴ１０が配置されている。また、画素電極１５と、ＴＦＴ１０の
ドレイン電極９ｄとを電気的に接続するためのコンタクト部１７は、ＴＦＴ１０と列方向
に隣接して配置されている。図示する例では、基板１の法線方向から見たとき、第１画素
電極Ｐｉｘ１におけるＴＦＴ１０は、ソースラインＳ（ｎ）とゲートラインＧ（ｍ）との
交点付近に位置しており、コンタクト部１７は、ソースラインＳ（ｎ）、ゲートラインＧ
（ｍ）および金属酸化物層７Ｂに包囲された領域に配置されている。このような構成によ
り、開口率を低下させずに、列方向に隣接する２つの画素領域Ｐｉｘにおける金属酸化物
層７Ｂを互いに接続することが可能になる。
【００４３】
　ＴＦＴ１０を覆う層間絶縁層１３は、補助容量２０の誘電体層としても機能する。本実
施形態における層間絶縁層１３は、第１絶縁膜１１と、第１絶縁膜１１上に設けられた第
２絶縁膜１２とを含んでいる。第１絶縁膜１１は、金属酸化物層７Ｂ上に開口を有してい
る。金属酸化物層７Ｂの導電体領域７０ｃは、金属酸化物層７Ｂのうち第１絶縁膜１１の
開口によって露出された部分を含む。一方、半導体領域７０ｉは、金属酸化物層７Ｂのう
ち第１絶縁膜１１で覆われた部分を含む。第１絶縁膜１１の開口には、導電体領域７０ｃ
と接するように第２絶縁膜１２が形成されている。層間絶縁層１３のうち補助容量２０の
下層電極（導電体領域７０ｃ）と上層電極（画素電極１５）との間に位置する部分は、第
２絶縁膜１２を含み、かつ、第１絶縁膜１１を含まない。つまり、層間絶縁層１３のうち
の主として第２絶縁膜１２が、補助容量２０の誘電体層として機能する。
【００４４】
　上記のような構成は、第１絶縁膜１１をマスクとして、金属酸化物層７Ｂの低抵抗化処
理（後述するプラズマ処理など）を行うことによって得られる。ただし、低抵抗化処理の
条件によっては、基板１の法線方向から見たとき、導電体領域７０ｃは第１絶縁膜１１の
開口よりも一回り大きくなり、第１絶縁膜１１の端部と重なる場合がある。
【００４５】
　なお、層間絶縁層１３は、上記のような２層構造に限定されず、３層以上の積層構造を
有していてもよい。あるいは、層間絶縁層１３は単一の絶縁膜であってもよい。その場合
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、絶縁膜を堆積した後、ハーフトーン露光を利用して絶縁膜上にレジスト層を形成し、絶
縁膜のエッチングを行ってもよい。これにより、絶縁膜にドレイン電極９ｄを露出するコ
ンタクトホールを形成するとともに、絶縁膜のうち金属酸化物層７Ｂ上に位置する部分（
補助容量２０の誘電体層となる部分）の表面を露出する。この後、レジスト層をマスクと
して低抵抗化処理を行い、絶縁膜（絶縁膜の露出部分）越しに、その下方にある金属酸化
物層７Ｂの低抵抗化を行ってもよい。
【００４６】
　基板１の法線方向から見たとき、ゲートラインＧは、第１部分と、第１部分よりも幅の
小さい第２部分とを含んでいてもよい。ＴＦＴ１０の酸化物半導体層７Ａのチャネル領域
は、ゲートラインＧの第１部分と重なるように配置されている。図示するように、酸化物
半導体層７Ａ全体が、ゲートラインＧの第１部分と重なっていてもよい。これにより、ゲ
ートラインＧが酸化物半導体層７Ａの遮光膜としても機能するので、酸化物半導体層７Ａ
に光が入射することによるＴＦＴ特性の変動を抑制できる。また、ゲートラインＧのうち
ＴＦＴ１０と重ならない部分の幅を小さく抑えることにより、ゲートラインＧに起因する
開口率の低下を抑制できる。列方向に隣接する２つの画素領域Ｐｉｘ１、Ｐｉｘ２の金属
酸化物層７Ｂは、それらの画素領域Ｐｉｘの間に位置するゲートラインＧ（ｍ）の第２部
分を跨ぐように一体的に形成されていてもよい。
【００４７】
　ゲート電極３は、ゲートラインＧと電気的に接続されていればよく、ゲートラインＧと
同じ導電膜から形成されていてもよい。ゲート電極３はゲートラインＧと一体的に形成さ
れていてもよい。例えば、ゲート電極３は、ゲートラインＧの一部であってもよい。すな
わち、ゲートラインＧのうちＴＦＴ１０の酸化物半導体層７Ａのチャネル領域と重なる部
分が、ゲート電極３として機能してもよい。また、基板１の法線方向から見たとき、ゲー
トラインＧは所定の方向に延びる部分と、その部分から上記所定の方向とは異なる方向に
延びる延出部分とを有し、延出部分がゲート電極３として機能してもよい。
【００４８】
　ソース電極９ｓおよびドレイン電極９ｄは、ソースラインＳと同じ導電膜から形成され
ていてもよい。ソース電極９ｓはソースラインＳと電気的に接続されていればよく、ソー
スラインＳと一体的に形成されていてもよい。例えば、ソース電極９ｓは、ソースライン
Ｇの一部であってもよい。すなわち、ソースラインＧのうちＴＦＴ１０の酸化物半導体層
７Ａと接する部分が、ソース電極９ｓとして機能してもよい。また、基板１の法線方向か
ら見たとき、ソースラインＳは所定の方向に延びる部分と、その部分から上記所定の方向
とは異なる方向に延びる延出部分とを有し、延出部分がソース電極９ｓとして機能しても
よい。
【００４９】
　本実施形態では、基板１の法線方向から見たとき、ソースラインＳは、酸化物半導体層
７Ａを横切って延びている。ソースラインＳのうち酸化物半導体層７Ａの上面と接する部
分がソース電極９ｓとして機能する。一方、ドレイン電極９ｄは、酸化物半導体層７Ａと
接し、かつ、酸化物半導体層７Ａからコンタクト部１７に延びている。この例では、ドレ
イン電極９ｄは、ソースラインＳと略平行に延び、コンタクト部１７において画素電極１
５と接している。
【００５０】
　酸化物半導体層７Ａおよび金属酸化物層７Ｂは、例えば、Ｉｎ、ＧａおよびＺｎのうち
少なくとも１種の金属元素を含んでもよい。本実施形態では、酸化物半導体層７Ａおよび
金属酸化物層７Ｂは、例えば、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系の酸化物を含む。ここで、Ｉｎ－
Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系の酸化物は、Ｉｎ（インジウム）、Ｇａ（ガリウム）、Ｚｎ（亜鉛）の
三元系酸化物であって、Ｉｎ、ＧａおよびＺｎの割合（組成比）は特に限定されず、例え
ばＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝２：２：１、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝
１：１：２等を含む。このような酸化物半導体層７Ａおよび金属酸化物層７Ｂは、Ｉｎ－
Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系の半導体を含む酸化物半導体膜から形成され得る。Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－
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Ｏ系の半導体は、アモルファスでもよいし、結晶質でもよい。結晶質Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－
Ｏ系の半導体としては、ｃ軸が層面に概ね垂直に配向した結晶質Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系
の半導体が好ましい。なお、結晶質Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系の半導体の結晶構造は、例え
ば、特開２０１２－１３４４７５号公報に開示されている。参考のために、特開２０１２
－１３４４７５号公報の開示内容の全てを本明細書に援用する。Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系
半導体層を有するＴＦＴは、高い移動度（ａ－ＳｉＴＦＴに比べ２０倍超）および低いリ
ーク電流（ａ－ＳｉＴＦＴに比べ１００分の１未満）を有しているので、駆動ＴＦＴおよ
び画素ＴＦＴとして好適に用いられる。
【００５１】
　酸化物半導体層７Ａおよび金属酸化物層７Ｂは、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系の酸化物の代
わりに、他の酸化物を含んでいてもよい。例えばＺｎ－Ｏ系（ＺｎＯ）、Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ
系（ＩＺＯ）、Ｚｎ－Ｔｉ－Ｏ系（ＺＴＯ）、Ｃｄ－Ｇｅ－Ｏ系、Ｃｄ－Ｐｂ－Ｏ系、Ｉ
ｎ―Ｓｎ―Ｚｎ―Ｏ系（例えばＩｎ2Ｏ3－ＳｎＯ2－ＺｎＯ）、Ｉｎ－Ｇａ－Ｓｎ－Ｏ系
の酸化物などを含んでいてもよい。
【００５２】
　ここで、従来のＴＦＴ基板および参考例のＴＦＴ基板と比較しながら、本実施形態によ
る効果をより詳しく説明する。
【００５３】
　まず、従来のＴＦＴ基板として、特許文献２に開示されたＴＦＴ基板を説明する。
【００５４】
　図８（ａ）および（ｂ）は、それぞれ、特許文献２に開示されたＴＦＴ基板の平面図お
よび断面図である。ＴＦＴ基板は複数の画素を有するが、ここでは１つの画素のみを示し
ている。
【００５５】
　図示するように、ＴＦＴ基板は、ソースラインＳと、ゲートラインＧとを有している。
ソースラインＳおよびゲートラインＧによって規定される各画素には、ＴＦＴ４０と、画
素電極４５とが形成されている。ＴＦＴ４０は、ゲート電極３３と、ゲート絶縁層３５と
、ゲート絶縁層３５上に形成されたチャネル部３７ｃ、ソース部３７ｓおよびドレイン部
３７ｄを有している。ＴＦＴ４０のチャネル部３７ｃ、ソース部３７ｓおよびドレイン部
３７ｄと画素電極４５とは、同じ酸化物半導体膜から一体的に形成されている。具体的に
は、酸化物半導体膜の一部を低抵抗化し、画素電極４５、ソース部３７ｓ、ドレイン部３
７ｄとして用いている。酸化物半導体膜の低抵抗化処理は、保護絶縁膜４２をマスクとし
て行われる。
【００５６】
　特許文献２に開示されたＴＦＴ基板では、酸化物半導体膜の低抵抗化を行う際のマスク
の位置合わせを考慮すると、ソースラインＳおよびゲートラインＧにより規定される画素
領域の面積に対し、画素電極の面積が大幅に小さくなるおそれがある。従って、高い開口
率を実現することは困難である。
【００５７】
　次に、図８に示すＴＦＴ基板に補助容量３０を設けた構成を説明する。
【００５８】
　図９（ａ）は、特許文献２に開示された従来のＴＦＴ基板（図８）に補助容量３０を形
成した参考例のＴＦＴ基板１０００を示す平面図である。図８と同様の構成要素には、同
じ参照符号を付している。図９（ｂ）は、本実施形態のＴＦＴ基板１０１の平面図であり
、図１（ａ）に示す平面図のうち１つの画素領域Ｐｉｘのみを示している。
【００５９】
　図９（ａ）に示すように、参考例のＴＦＴ基板１０００には、下層電極（補助容量配線
）４１が設けられている。下層電極４１と画素電極４５とが絶縁膜を介して重なる部分が
補助容量３０となる。
【００６０】
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　下層電極４１は、例えば、ゲートラインＧと同じ導電膜（金属膜）を用いて形成される
。この場合、補助容量３０の形成によって開口率が低下する。特に、補助容量３０の面積
を大きくすると、その分だけ開口率が低下するので、高い開口率を確保することは困難で
ある。
【００６１】
　あるいは、下層電極４１は、ゲートラインＧとは別の導電膜を利用して形成される場合
もある。例えば、画素電極４５の下方に、透明な導電膜からなる下層電極（透明電極）４
１を形成することも考えられる。これにより、補助容量３０による開口率の低下を抑制で
きる。しかしながら、下層電極（透明電極）４１を形成するために、透明導電膜を形成し
、パターニングするプロセスを追加する必要がある。
【００６２】
　なお、透明電極膜を用いて下層電極４１を形成する場合には、下層電極４１に補助容量
電圧を供給するために、ＴＦＴ基板のうち、複数の画素領域が配置された表示領域の周辺
に位置する周辺領域にＣＳコンタクト部を設ける必要がある。ＣＳコンタクト部では、例
えば、周辺領域まで延設された下層電極４１と、外部から補助容量電圧が供給される金属
配線（コモン信号用配線）とを接続する。金属配線は、例えばゲートラインＧ（またはソ
ースラインＳ）と同じ金属膜から形成される金属配線であってもよい。
【００６３】
　このように、従来のＴＦＴ基板に補助容量配線を設ける場合、ゲートラインＧと同じ導
電膜を用いて補助容量電極を形成すると、開口率が低下するというデメリットがある。一
方、別途形成した透明導電膜を用いて補助容量電極を形成すると、マスクプロセスが増加
し、製造プロセスが複雑になるというデメリットがある。なお、図８および図９では、特
許文献２に開示されたＴＦＴ基板を参照して説明したが、ＶＡモードの液晶表示装置に使
用される従来の他のＴＦＴ基板に補助容量を設ける場合でも同様のデメリットがある。
【００６４】
　これに対し、本実施形態では、酸化物半導体層７Ａと同じ酸化物膜を利用するので、プ
ロセスを複雑にすることなく、補助容量２０の下層電極（導電体領域７０ｃ）を形成でき
る。また、下層電極は透明であるため、開口率を低下させることなく、所望の面積の補助
容量２０の形成が可能である。従来よりも面積の大きい下層電極（補助容量電極）を形成
することができるので、十分な補助容量値を確保できる。例えば図９（ｂ）に示す平面図
において、画素領域Ｐｉｘにおける導電体領域７０ｃを太線で示している。この図からわ
かるように、ソースラインＳおよびゲートラインＧによって規定される画素領域Ｐｉｘの
うち、電極９ｓ、９ｄ、ラインＳ、Ｇおよびコンタクト部１７と重ならない領域の略全体
に、補助容量２０の下層電極となる導電体領域７０ｃを配置し、補助容量２０を形成する
ことが可能である。
【００６５】
　さらに、本実施形態によると、導電体領域（補助容量電極）７０ｃとコモン信号用配線
との電気的な接続を容易に確保できる。以下、図１０を参照して説明する。
【００６６】
　図１０は、ＴＦＴ基板１０１の模式的な平面図である。ＴＦＴ基板１０１は、複数の画
素領域を含む表示領域９０と、表示領域以外の領域（周辺領域）９２とを有している。周
辺領域９２には、表示領域９０を包囲するようにコモン信号用配線Ｃが形成されている。
コモン信号用配線Ｃは、各画素の補助容量電極（図示せず）に接続されている。また、コ
モン信号用配線Ｃには、端子部９４を介して、外部からコモン信号が供給される。本実施
形態では、各列の画素電極における導電体領域（補助容量電極）７０ｃが一体的に形成さ
れ、配線９ｗによってコモン信号用配線Ｃに接続されていてもよい。配線９ｗとコモン信
号用配線Ｃとは、ソースラインＳと同じ導電膜を用いて一体的に形成されていてもよい。
これにより、各画素の導電体領域（補助容量電極）７０ｃを、周辺領域９２にあるコモン
信号用配線Ｃに電気的に接続できる。端子部９４は、ゲートラインＧと同じ導電膜から形
成されていてもよい。端子部９４とコモン信号用配線Ｃとを接続する配線９３は、コモン
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信号用配線Ｃと一体的に形成され、ゲート絶縁層に形成されたコンタクトホール内で、端
子部９４（または端子部９４と一体的に形成された配線）に接続されていてもよい。なお
、後述する実施形態では、配線９ｗの代わりに、接続配線９ｂまたは接続部９ｐをコモン
信号用配線Ｃと一体的に形成することにより、本実施形態と同様に、コモン信号用配線Ｃ
と補助容量電極との電気的接続を確保できる。
【００６７】
　このように、本実施形態によると、従来のＴＦＴ基板において補助容量を形成すること
によるデメリットをなくすことができる。すなわち、開口率の低下を抑制しつつ、簡便な
プロセスで、所望の面積を有する補助容量２０を形成できる。
【００６８】
　次に、図２を参照しながら、本実施形態における半導体装置（ＴＦＴ基板）１０１の製
造方法の一例を説明する。図２（ａ）～（ｆ）は、ＴＦＴ基板１０１におけるＴＦＴ１０
および補助容量２０の製造方法を説明するための工程断面図である。これらの断面図は、
図１（ａ）中のＡ－Ａ’線に沿った断面に対応する。
【００６９】
　まず、図２（ａ）に示すように、基板１上に、ゲート用金属膜を形成した後、これを公
知のフォトリソ工程によりパターニングする。これにより、ゲート電極３およびゲートラ
イン（図示せず）を含むゲート配線層を形成する。次いで、ゲート配線層を覆うように、
ゲート絶縁層５を形成する。
【００７０】
　基板１として、透明で絶縁性を有する基板を用いることができる。ここでは、ガラス基
板を用いる。
【００７１】
　ゲート用電極膜の材料は、特に限定されず、アルミニウム（Ａｌ）、タングステン（Ｗ
）、モリブデン（Ｍｏ）、タンタル（Ｔａ）、クロム（Ｃｒ）、チタン（Ｔｉ）、銅（Ｃ
ｕ）等の金属又はその合金を含む膜を適宜用いることができる。また、これら複数の膜を
積層した積層膜を用いてもよい。ここでは、ゲート用電極膜として、Ｗ膜（厚さ：３００
ｎｍ）を上層、ＴａＮ膜（厚さ：３０ｎｍ）を下層とする積層膜（Ｗ／ＴａＮ）を用いる
。
【００７２】
　ゲート絶縁層５として、例えば、酸化シリコン（ＳｉＯ2）層や窒化シリコン（ＳｉＮx

）層を用いてもよい。ここでは、ゲート絶縁層５として、酸化シリコン（ＳｉＯ2）層（
厚さ：５０ｎｍ）を上層、窒化シリコン（ＳｉＮx）層（厚さ：３２５ｎｍ））を下層と
する積層膜を用いる。
【００７３】
　次いで、図２（ｂ）に示すように、ゲート絶縁層５の上に、例えばスパッタリング法に
より酸化物半導体膜を形成し、これをパターニングすることにより酸化物半導体層７Ａお
よび金属酸化物層７Ｂを得る。酸化物半導体層７Ａは、ゲート絶縁層５を介してゲート電
極３（ゲートラインＧ）と重なるように配置される。ここでは、酸化物半導体膜として、
例えばＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系半導体膜（厚さ：５０ｎｍ）を用いる。酸化物半導体膜の
厚さは例えば３０ｎｍ以上６０ｎｍ以下であってもよい。
【００７４】
　この後、酸化物半導体層７Ａおよび金属酸化物層７Ｂを覆うように、例えばスパッタリ
ング法によりソース用電極膜を形成する。次いで、図２（ｃ）に示すように、公知のフォ
トリソ工程でソース用電極膜をパターニングすることにより、ソース電極９ｓ、ドレイン
電極９ｄ、およびソースライン（図示せず）を含むソース配線層を形成する。ソース電極
９ｓおよびドレイン電極９ｄは、酸化物半導体層７Ａと接するように配置される。このよ
うにして、ＴＦＴ１０が形成される。
【００７５】
　ソース用電極膜の材料は特に限定せず、アルミニウム（Ａｌ）、タングステン（Ｗ）、
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モリブデン（Ｍｏ）、タンタル（Ｔａ）、銅（Ｃｕ）、クロム（Ｃｒ）、チタン（Ｔｉ）
等の金属又はその合金、若しくはその金属窒化物を含む膜を適宜用いることができる。こ
こでは、ソース用電極膜として、基板１側から、Ｔｉ膜（厚さ：３０ｎｍ）、Ａｌ膜（２
００ｎｍ）およびＴｉ膜（１００ｎｍ）をこの順で有する積層膜（Ｔｉ／Ａｌ／Ｔｉ）を
用いる。
【００７６】
　続いて、図２（ｄ）に示すように、ソース配線層および金属酸化物層７Ｂを覆うように
、第１絶縁膜１１を形成する。第１絶縁膜１１として、例えばＳｉＯ2層を用いることが
できる。第１絶縁膜１１の厚さは特に限定しないが、例えば２００ｎｍ以上であれば、低
抵抗化工程でより確実にマスクとして機能し得る。一方、ＴＦＴ基板の省スペース化のた
めには５００ｎｍ以下であることが好ましい。ここでは、第１絶縁膜１１として、例えば
ＳｉＯ2層（厚さ：３００ｎｍ）を用いる。
【００７７】
　この後、第１絶縁膜１１に、金属酸化物層７Ｂの一部を露出する開口２１と、ドレイン
電極９ｄの一部を露出する開口２２を設ける。続いて、基板１を、還元性プラズマまたは
ドーピング元素を含むプラズマに晒す（低抵抗化処理）。ここでは、還元性プラズマであ
るアルゴンプラズマに晒す。これにより、金属酸化物層７Ｂのうち開口２１によって露出
された部分の表面近傍で抵抗が低下し、導電体領域７０ｃとなる。金属酸化物層７Ｂのう
ち第１絶縁膜１１によってマスクされ、低抵抗化されなかった領域は半導体領域７０ｉと
して残る。導電体領域７０ｃの電気抵抗は、半導体領域７０ｉの電気抵抗よりも低く、例
えば１×１０-2Ωｃｍ以下であってもよい。導電体領域７０ｃの厚さは、低抵抗化処理の
条件によって変わり得る。低抵抗化処理（プラズマ処理）の具体的な方法や、それによっ
て酸化物半導体の電気抵抗を低減するメカニズムは、例えば特許文献２に記載されている
。参考のために、特許文献２の開示内容の全てを本明細書に援用する。
【００７８】
　次いで、図２（ｅ）に示すように、第１絶縁膜１１上および開口２１、２２内に、第２
絶縁膜１２を形成し、次いで、公知のフォトリソ工程により、第２絶縁膜１２のうち開口
２２内に位置する部分を除去する。これにより、第１および第２絶縁膜１１、１２を貫通
し、ドレイン電極９ｄを露出するコンタクトホールＣＨが形成される。
【００７９】
　第２絶縁膜１２は、例えば窒化珪素（ＳｉＮｘ）膜、酸化珪素（ＳｉＯｘ）膜、酸化窒
化珪素（ＳｉＯｘＮｙ；ｘ＞ｙ）膜、窒化酸化珪素（ＳｉＮｘＯｙ；ｘ＞ｙ）膜等を適宜
用いることができる。本実施形態では、第２絶縁膜１２は、補助容量を構成する容量絶縁
膜としても利用されるため、所定の容量ＣCSが得られるように、第２絶縁膜１２の材料や
厚さを適宜選択することが好ましい。例えば、誘電率と絶縁性の観点からＳｉＮｘが好適
に用いられ得る。第２絶縁膜１２の厚さは、例えば７０ｎｍ以上１８０ｎｍ以下である。
７０ｎｍ以上であれば、より確実に絶縁性を確保できる。一方、１８０ｎｍ以下であれば
、より確実に所望の容量Ｃcsが得られる。ここでは、第２絶縁膜１２として、ＳｉＮ膜（
厚さ：１００ｎｍ）を用いる。
【００８０】
　続いて、図２（ｆ）に示すように、第２絶縁膜１２上およびコンタクトホールＣＨ内に
透明導電膜を形成し、これを公知のフォトリソ工程でパターニングすることにより、画素
電極１５を形成する。画素電極１５は、第２絶縁膜１２を介して金属酸化物層７Ｂの導電
体領域７０ｃと重なるように配置される。これにより、導電体領域７０ｃを下層電極、第
２絶縁膜１２を誘電体層、および画素電極１５を上層電極とする補助容量２０が形成され
る。
【００８１】
　透明導電膜として、例えばＩＴＯ（インジウム・錫酸化物）膜、ＩＺＯ膜やＺｎＯ膜（
酸化亜鉛膜）などを用いることができる。ここでは、透明導電膜として、ＩＴＯ膜（厚さ
：１００ｎｍ）を用いる。
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【００８２】
　このようにして、画素領域Ｐｉｘ内にＴＦＴ１０および補助容量２０を有するＴＦＴ基
板１０１が得られる。
【００８３】
　（第２の実施形態）
　以下、本発明による半導体装置の第２の実施形態を説明する。本実施形態では、列方向
に隣接する２つの画素領域における導電体領域７０ｃを、接続配線を用いて互いに電気的
に接続させる点で、第１の実施形態のＴＦＴ基板１０１と異なっている。
【００８４】
　図３（ａ）は、本実施形態の半導体装置（ＴＦＴ基板）１０２の平面図である。ここで
は、ＴＦＴ基板１０２に２次元に配列された複数の画素領域Ｐｉｘのうち、列方向に隣接
された２つの画素領域Ｐｉｘ１、Ｐｉｘ２を示している。
【００８５】
　図３（ｂ）は、図３（ａ）中のＡ－Ａ’線に沿った断面図であり、ＴＦＴ基板１０２に
おける補助容量２０の一部を示す。図３（ａ）および（ｂ）において、図１（ａ）および
（ｂ）と同様の構成要素には同じ参照符号を付し、説明を省略する。さらに、本実施形態
におけるＴＦＴ１０の断面構造は、図１（ｂ）に示す断面構造と同様であるため、ここで
は図示を省略する。
【００８６】
　ＴＦＴ基板１０２では、各画素領域Ｐｉｘ１、Ｐｉｘ２における金属酸化物層７Ｂは、
互いに分離して形成されている。
【００８７】
　また、ＴＦＴ基板１０２は、ソース電極９ｓやソースラインＳと同じ導電膜から形成さ
れた接続配線９ｂを備えている。接続配線９ｂは、第１および第２画素領域Ｐｉｘ１、Ｐ
ｉｘ２を横切るように列方向に延設され、各画素領域Ｐｉｘ１、Ｐｉｘ２における金属酸
化物層７Ｂの導電体領域７０ｃを互いに電気的に接続している。基板１の法線方向から見
たとき、接続配線９ｂは、複数のゲートラインＧを跨いで形成されていてもよい。
【００８８】
　第１および第２画素領域Ｐｉｘ１、Ｐｉｘ２における金属酸化物層７Ｂの導電体領域７
０ｃを接続する接続配線９ｂは、図示するように、ゲートラインＧ（ｍ）を跨いで延設さ
れる。なお、基板１の法線方向から見たとき、各列における複数の画素領域Ｐｉｘを横切
るように接続配線９ｂを延設し、その列にある全ての画素領域Ｐｉｘの導電体領域７０ｃ
を電気的に接続してもよい。
【００８９】
　図示するように、ゲートラインＧ（ｍ）は、ＴＦＴ１０の酸化物半導体層７Ａの少なく
とも一部と重なる第１部分と、第１部分よりも幅の小さい第２部分とを含んでいてもよい
。接続配線９ｂは、ゲートラインＧ（ｍ）の第２部分を跨いで形成されていてもよい。
【００９０】
　本実施形態でも、第１の実施形態と同様に、金属酸化物層７Ｂの導電体領域７０ｃを補
助容量２０の下層電極として機能させる。また、接続配線９ｂを、ソースラインＳと同じ
導電膜を利用して形成する。このため、製造プロセスを複雑にすることなく、補助容量２
０および接続配線９ｂを形成できる。補助容量２０は透明材料から形成されるので、補助
容量２０に起因する開口率の低下を抑制できる。また、開口率を低下させることなく補助
容量２０の面積を拡大できるので、所望の補助容量値を確保できる。
【００９１】
　さらに、本実施形態によると、次のような効果も得られる。
【００９２】
　前述した第１の実施形態では、金属酸化物層７Ｂは、ゲートラインＧを跨いで列方向に
延設されている。しかしながら、このような構造を画素ピッチが小さい高精細パネルに適
用すると、ＴＦＴ１０と金属酸化物層７Ｂとを十分に離して配置することが困難になる。



(16) JP 6181203 B2 2017.8.16

10

20

30

40

50

特に画素領域ＰｉｘにおいてＴＦＴ１０のソースラインＳ（ｎ＋１）側に位置する領域で
、ＴＦＴ１０と金属酸化物層７Ｂとの間隔が狭くなる。間隔を大きくするために、金属酸
化物層７Ｂの幅を小さくすると、画素領域Ｐｉｘ１、Ｐｉｘ２における金属酸化物層７Ｂ
の導電体領域７０ｃ同士を低抵抗で接続することが困難になる。
【００９３】
　これに対し、本実施形態では、第１および第２画素領域Ｐｉｘ１、Ｐｉｘ２における金
属酸化物層７Ｂは、互いに分離したパターンを有する。従って、各画素領域Ｐｉｘ１、Ｐ
ｉｘ２の金属酸化物層７Ｂを、コンタクト部１７およびＴＦＴ１０から十分に離して配置
することが可能である。また、第１および第２画素領域Ｐｉｘ１、Ｐｉｘ２における金属
酸化物層７Ｂの導電体領域７０ｃを、ソース用電極膜からなる、より低抵抗な接続配線９
ｂを用いて接続できる。従って、第１の実施形態と比べて、補助容量電極の抵抗を低減で
き、負荷を小さくできる。
【００９４】
　なお、本実施形態では、接続配線９ｂを設ける分だけ、第１の実施形態よりも開口率が
低下する。しかしながら、接続配線９ｂの面積は、補助容量２０の面積よりも十分小さい
ので、ゲートラインＧと同じ導電膜を用いて補助容量配線を形成する場合（補助容量２０
の面積に応じて開口率が低下する）と比べて、ＴＦＴ基板の開口率を高めることができる
。
【００９５】
　次に、図面を参照しながら、ＴＦＴ基板１０２の製造方法の一例を説明する。
【００９６】
　図４（ａ）～（ｄ）は、ＴＦＴ基板１０２の製造方法を説明するための工程断面図であ
る。
【００９７】
　まず、図２（ａ）および（ｂ）を参照しながら前述したように、基板１上にゲート電極
３、ゲート絶縁層５、酸化物半導体層７Ａおよび金属酸化物層７Ｂを形成する。
【００９８】
　次いで、図４（ａ）に示すように、ソース用電極膜を形成し、パターニングすることに
より、ソース電極９ｓ、ドレイン電極９ｄおよびソースライン（不図示）に加え、接続配
線９ｂも形成する。接続配線９ｂは、各画素領域Ｐｉｘにおける金属酸化物層７Ｂの一部
上に形成される。具体的には、金属酸化物層７Ｂのうち導電体領域となる領域の一部上に
形成される。このとき、金属酸化物層７Ｂのうち接続配線９ｂと接する部分は、接続配線
９ｂ（金属）と接することによって低抵抗化され、導電体領域７０ｃとなる。この低抵抗
化を行うためには、接続配線９ｂの材料（ソース用電極膜の材料）として、金属酸化物層
７Ｂに含まれる金属よりも標準電極電位の低い金属を用いることが好ましい。金属酸化物
層７ＢがＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物層であれば、例えば、Ｉｎよりも標準電極電位の
低いＴｉ、Ｍｏ、Ａｌなどの金属を用いることができる。
【００９９】
　この後、図４（ｂ）に示すように、開口２１および２２を有する第１絶縁膜１１を形成
する。次いで、低抵抗化処理（プラズマ処理）を行い、金属酸化物層７Ｂのうち第１絶縁
膜１１の開口２１によって露出された部分を低抵抗化する。第１絶縁膜１１の材料や厚さ
、低抵抗化処理の方法は、図２（ｄ）を参照しながら前述した材料、厚さおよび低抵抗化
処理の方法と同じであってもよい。
【０１００】
　これにより、金属酸化物層７Ｂのうち開口２１によって露出され、かつ、接続配線９ｂ
と接していない部分が低抵抗化される。この結果、金属酸化物層７Ｂのうち開口２１によ
って露出された領域に導電体領域７０ｃが形成される。導電体領域７０ｃは、本工程で低
抵抗化された部分と接続配線９ｂと接する部分とを含む。
【０１０１】
　この後、図４（ｃ）および図４（ｄ）に示すように、第２絶縁膜１２および画素電極１
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５を形成することにより、ＴＦＴ基板１０２を得る。第２絶縁膜１２および画素電極１５
を形成する工程は、図２（ｅ）および図２（ｆ）を参照しながら前述した工程と同様であ
る。
【０１０２】
　なお、ＴＦＴ基板１０２の製造方法は、図４に示す方法に限定されない。例えば、ＴＦ
Ｔ１０として、チャネル領域上にエッチストップ膜を有する、いわゆるエッチストップ構
造のＴＦＴを形成し、エッチストップ膜を利用して、金属酸化物層７Ｂの低抵抗化を行う
ことも可能である。
【０１０３】
　まず、図２（ａ）および（ｂ）を参照しながら前述したように、基板１上にゲート電極
３、ゲート絶縁層５、酸化物半導体層７Ａおよび金属酸化物層７Ｂを形成する。
【０１０４】
　次いで、図５（ａ）に示すように、酸化物半導体層７Ａおよび金属酸化物層７Ｂを覆う
エッチストップ膜１４を形成する。この後、エッチストップ膜１４に、酸化物半導体層７
Ａのうちチャネル領域の両側に位置する領域を露出する開口２３、２４と、金属酸化物層
７Ｂの一部を露出する開口２５とを形成する。
【０１０５】
　続いて、前述の実施形態と同様の方法で低抵抗化処理を行う。これにより、酸化物半導
体層７Ａのうちエッチストップ膜１４の開口２３、２４によって露出された部分と、金属
酸化物層７Ｂのうちエッチストップ膜１４の開口２５によって露出された部分とが低抵抗
化されて、導電体領域７０ａ、７０ｂ、７０ｃとなる。酸化物半導体層７Ａおよび金属酸
化物層７Ｂのうち低抵抗化されなかった領域は半導体領域７０ｉとして残る。
【０１０６】
　この後、図５（ｂ）に示すように、エッチストップ膜１４上および開口２３、２４、２
５内にソース用電極膜を形成し、パターニングすることにより、ソース電極９ｓ、ドレイ
ン電極９ｄ、ソースライン（図示せず）および接続配線９ｂを形成する。ソース電極９ｓ
は開口２３内で導電体領域７０ａと接し、ドレイン電極９ｄは開口２４内で導電体領域７
０ｂと接するように形成される。また、接続配線９ｂは、開口２５内において、導電体領
域７０ｃの一部と接するように形成される。ソース用電極膜の材料や厚さは、図２（ｃ）
を参照しながら前述した材料および厚さと同じであってもよい。
【０１０７】
　この後、図５（ｃ）および図５（ｄ）に示すように、第２絶縁膜１２および画素電極１
５を形成することにより、ＴＦＴ基板１０２’を得る。第２絶縁膜１２および画素電極１
５を形成する工程は、図２（ｅ）および図２（ｆ）を参照しながら前述した工程と同様で
ある。このようにして、本実施形態の他のＴＦＴ基板１０２’を得る。
【０１０８】
　（第３の実施形態）
　以下、本発明による半導体装置の第３の実施形態を説明する。本実施形態では、列方向
に隣接する２つの画素領域における導電体領域７０ｃを、接続部を用いて、互いに電気的
に接続させる点で、第１の実施形態のＴＦＴ基板１０１と異なっている。
【０１０９】
　図６（ａ）は、本実施形態の半導体装置（ＴＦＴ基板）１０３の平面図である。ここで
は、ＴＦＴ基板１０３に２次元に配列された複数の画素領域Ｐｉｘのうち、列方向に配列
された３つの画素領域（第１画素領域Ｐｉｘ１、第２画素領域Ｐｉｘ２および第３画素領
域Ｐｉｘ３）を示している。
【０１１０】
　図６（ｂ）は、図６（ａ）中のＡ－Ａ’線に沿った断面図であり、ＴＦＴ基板１０３に
おける補助容量２０の一部を示す。図６（ａ）および（ｂ）において、図１（ａ）および
（ｂ）と同様の構成要素には同じ参照符号を付し、説明を省略する。さらに、本実施形態
におけるＴＦＴ１０の断面構造は、図１（ｂ）に示す断面構造と同様であるため、ここで
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は図示を省略する。
【０１１１】
　ＴＦＴ基板１０３では、第２の実施形態と同様に、各画素領域Ｐｉｘ１、Ｐｉｘ２、Ｐ
ｉｘ３における金属酸化物層７Ｂは、互いに分離して形成されている。
【０１１２】
　また、ＴＦＴ基板１０３は、ソース電極９ｓやソースラインＳと同じ導電膜から形成さ
れた複数の接続部９ｐを備えている。複数の接続部９ｐは、互いに分離されている。各接
続部９ｐは、列方向に隣接する２つの画素領域における金属酸化物層７Ｂの導電体領域７
０ｃを互いに電気的に接続するように配置されている。
【０１１３】
　上記の構成を、図６（ａ）に示す画素領域Ｐｉｘ１～Ｐｉｘ３を用いて、より具体的に
説明する。第２画素領域Ｐｉｘ２における金属酸化物層７Ｂの導電体領域７０ｃは、第１
の接続部９ｐ（ｍ）（ｍは自然数）によって、第１画素領域Ｐｉｘ１における金属酸化物
層７Ｂの導電体領域７０ｃに接続され、かつ、第２の接続部９ｐ（ｍ＋１）によって、第
３画素領域Ｐｉｘ３における金属酸化物層７Ｂの導電体領域７０ｃと電気的に接続されて
いる。第１の接続部９ｐ（ｍ）と第２の接続部９ｐ（ｍ＋１）とは、互いに分離して形成
されている。また、各接続部９ｐは、対応するゲートラインＧを跨ぐように延設されてい
る。例えば第１の接続部９ｐ（ｍ）および第２の接続部９ｐ（ｍ＋１）は、それぞれ、ゲ
ートラインＧ（ｍ）およびＧ（ｍ＋１）を跨ぐように延設されている。
【０１１４】
　図示するように、基板１の法線方向から見たとき、ゲートラインＧ（ｍ）、Ｇ（ｍ＋１
）は、それぞれ、ＴＦＴ１０の酸化物半導体層７Ａの少なくとも一部と重なる第１部分と
、第１部分よりも幅の小さい第２部分とを含んでいてもよい。第１の接続部９ｐ（ｍ）お
よび第２の接続部９ｐ（ｍ＋１）は、それぞれ、ゲートラインＧ（ｍ）およびＧ（ｍ＋１
）の第２部分を跨いで形成されていてもよい。
【０１１５】
　複数の接続部９ｐは、第２の実施形態における接続配線９ｂを、各導電体領域７０ｃの
中央部上で分断された構造を有していてもよい。また、各接続部９ｐは、接続しようとす
る２つの導電体領域７０ｃの端部近傍のみと接していてもよい。
【０１１６】
　本実施形態でも、前述の実施形態と同様に、金属酸化物層７Ｂの導電体領域７０ｃを補
助容量２０の下層電極として機能させる。また、接続部９ｐを、ソースラインＳと同じ導
電膜を利用して形成する。このため、製造プロセスを複雑にすることなく、補助容量２０
および接続部９ｐを形成できる。補助容量２０は透明材料から形成されるので、補助容量
２０に起因する開口率の低下を抑制できる。さらに、開口率を低下させることなく補助容
量２０の面積を拡大できるので、所望の補助容量値を確保できる。
【０１１７】
　また、第２の実施形態と同様に、第１および第２画素領域Ｐｉｘ１、Ｐｉｘ２における
金属酸化物層７Ｂは、互いに分離したパターンを有する。このため、金属酸化物層７Ｂと
、コンタクト部１７およびＴＦＴ１０とを十分に離して配置することが可能である。また
、第１および第２画素領域Ｐｉｘ１、Ｐｉｘ２における金属酸化物層７Ｂの導電体領域７
０ｃは、ソース用電極膜からなる、より低抵抗な接続部９ｐを用いて接続される。従って
、第１の実施形態よりも、補助容量電極の抵抗を低減でき、負荷を小さくできる。
【０１１８】
　なお、本実施形態では、複数の接続部９ｐを設ける分だけ、第１の実施形態よりも開口
率は低下する。しかしながら、各画素領域Ｐｉｘにおいて、接続部９ｐに必要な面積は、
補助容量２０の面積よりも十分小さいことから、ゲートラインＧと同じ導電膜から補助容
量配線を形成する場合（補助容量２０の面積に応じて開口率が低下する）よりも高い開口
率を実現できる。さらに、本実施形態によると、画素領域Ｐｉｘを横切るように接続配線
９ｂを設ける第２の実施形態よりも、補助容量２０の形成に起因する開口率の低下を抑制
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できる。
【０１１９】
　図示していないが、基板１の法線方向から見たとき、各列における全ての画素領域Ｐｉ
ｘの導電体領域７０ｃを、接続部９ｐで電気的に接続してもよい。これにより、配線構造
を複雑にすることなく、複数の画素領域Ｐｉｘの導電体領域７０ｃ（補助容量電極として
機能する）に、共通の補助容量電圧（Ｃｓ電圧）を供給し得る。
【０１２０】
　本実施形態のＴＦＴ基板１０３は、図４を参照しながら前述したＴＦＴ基板１０２と同
様の方法で製造され得る。ただし、ソース用電極膜のパターニング工程（図４（ａ））に
おいて、接続配線９ｂの代わりに、互いに分断された複数の接続部９ｐを形成する。また
、図５を参照しながら前述した方法と同様の方法で、エッチストップ構造を有するＴＦＴ
を備えたＴＦＴ基板を製造することも可能である。なお、これらの製造工程を説明する断
面構造は、接続配線９ｂの代わりに接続部９ｐが形成される点を除くと、前述の実施形態
における図４および図５に示す断面構造と同じであるため、ここでは図示していない。
【０１２１】
　上述したＴＦＴ基板１０１～１０３は、例えば液晶表示装置のアクティブマトリクス基
板として用いることができる。
【０１２２】
　図７は、上記実施形態のＴＦＴ基板１０１～１０３を用いた液晶表示装置２００の構成
の一例を示す模式的な断面図である。
【０１２３】
　液晶表示装置２００は、ＴＦＴ基板１００と、対向基板（例えばガラス基板）１５１と
、液晶層１５３とを有している。ＴＦＴ基板１００は、上述したＴＦＴ基板１０１～１０
３のいずれであってもよい。対向基板１５１の液晶層１５３側には、対向電極１５２が形
成されている。液晶表示装置２００では、ＴＦＴ基板１００の画素電極１５と対向電極１
５２との間に存在する液晶層１５３に電圧が印加される。画素電極１５および対向電極１
５２のそれぞれの液晶層１５３側には必要に応じて配向膜（例えば垂直配向膜）が形成さ
れる。
【０１２４】
　液晶表示装置２００は、例えば次のようにして製造され得る。
【０１２５】
　まず、ガラス基板上に、遮光膜（例えば厚さ：２００ｎｍのＴｉ膜）を形成し、フォト
リソ工程により所望の形状にパターニングする。これにより、ブラックマトリクスを形成
する。次いで、ブラックマトリクスが形成されたガラス基板上に、絶縁膜（例えば厚さ：
２００ｎｍのＳｉＯ2膜）を形成する。この後、絶縁膜上に、対向電極１５２を形成する
。対向電極１５２は、透明導電膜（例えば厚さ：１００ｎｍのＩＴＯ）をスパッタ法で形
成し、これをパターニングすることによって形成される。このようにして対向基板１５１
を得る。
【０１２６】
　次に、上記の実施形態で説明した方法で形成されたＴＦＴ基板１００（ＴＦＴ基板１０
１～１０３）上にフォトスペーサーを配置した後、ＴＦＴ基板１００と対向基板１５１と
を貼り合わせる。続いて、これらの基板１００、１５１の間に液晶を注入することにより
、液晶層１５３を形成する。次いで、液晶層１５３が形成された基板１００、１５１を分
断し、液晶表示装置２００を得る。
【０１２７】
　液晶表示装置２００は、例えば垂直配向モード（ＶＡモード）液晶表示装置である。も
ちろん、本発明の実施形態による液晶表示装置はこれに限られず、例えば、ＴＦＴ基板上
に、画素電極と対向電極とを有する、例えば、Ｉｎ－Ｐｌａｎｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ（
ＩＰＳ）モードやＦｒｉｎｇｅ　Ｆｉｅｌｄ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ（ＦＦＳ）モードのよ
うな横電界モードの液晶表示装置にも適用できる。ＩＰＳモードやＦＦＳモードの液晶表
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【０１２８】
　なお、ＦＦＳモードの液晶表示装置などには、２層の透明電極層が設けられるため、そ
れらを利用した補助容量の形成が可能である。これに対し、ＶＡモードの液晶表示装置に
は、通常、単一の透明電極層（画素電極）しか設けられていない。このため、上記実施形
態をＶＡモードの液晶表示装置に適用すると、別途透明電極層を追加することなく、透明
な補助容量を形成できるので、特に顕著な効果が得られる。
【０１２９】
　上記では液晶表示装置を例に説明したが、上記実施形態のＴＦＴ基板１０１～１０３は
、有機エレクトロルミネセンス（ＥＬ）表示装置、無機エレクトロルミネセンス表示装置
、ＭＥＭＳ表示装置等の他の表示装置にも用いられ得る。
【産業上の利用可能性】
【０１３０】
　本発明の実施形態は、アクティブマトリクス基板等の回路基板、液晶表示装置、有機エ
レクトロルミネセンス（ＥＬ）表示装置および無機エレクトロルミネセンス表示装置等の
表示装置、イメージセンサー装置等の撮像装置、画像入力装置や指紋読み取り装置等の電
子装置などの薄膜トランジスタを備えた装置に広く適用できる。
【符号の説明】
【０１３１】
　１　　　基板
　３　　ゲート電極
　５　　　ゲート絶縁層
　７Ａ　　　酸化物半導体層（活性層）
　７Ｂ　　　金属酸化物層
　９ｓ　　　ソース電極
　９ｄ　　　ドレイン電極
　１１　　　第１絶縁膜
　１２　　　第２絶縁膜
　１３　　　層間絶縁層
　１５　　　画素電極
　１７　　　コンタクト部
　２１　　　第１絶縁膜の開口
　７０ｉ　　金属酸化物層の半導体領域
　７０ｃ　　金属酸化物層の導電体領域
　１０　　酸化物半導体ＴＦＴ
　２０　　補助容量
　Ｓ　　　ソースライン
　Ｇ　　　ゲートライン
　１０１、１０２、１０３、１０２’　　　半導体装置（ＴＦＴ基板）
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